
第９ ハロゲン化物消火設備 

第８－12 

別記３ 

   ドデカフルオロ－２－メチルペタン－３－オンを放射するハロゲン化物消火設備の審査 

 

 ドデカフルオロ－２－メチルペタン－３－オンを放射するハロゲン化物消火設備（以下「FK－５

－１－12消火設備」という。）の審査については、下記に示す「Ⅰ 技術基準」によるほか、第

８．「ハロゲン化物消火設備」．別記２「HFC－227ea及び HFC－23を消火剤とするハロゲン化物

消火設備の基準」を準用すること。 

 

６ 防護区画の構造 

  政令第 17条第１号、規則第 20条第４項及び第８．「不活性ガス消火設備」．１．⑼（キを除

く。）によるほか、次によること。 
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  １ ①式中Ｐ２の値については、充てん比のφごとに第９－４－１～８図に示す（Ｐ２―Ｐｎ） 

    

  ２ ④式中の△Ｐｎ（Ｐ２）の値については、充てん比ごとに第９－４－９図に示す 

    



第９ ハロゲン化物消火設備 

第８－15 

  ３ ⑤式中Ｚ（△Ｙｎ´）及びＺｎ－１の値については、第９－４－10 図に示す充てん比φに

応じたｎ区間の終端点及び出発点の圧力Ｐ（△Ｙｎ´）及びＰｎ－１に対する値 

  ４ ⑥式中γの値については、第９－４－11 図に示す充てん比φに応じた配管立ち上がり基

部の圧力Ｐに対する値 

  ５ ⑤式中及び⑥式中のＡｄ及びＢｄの値については、第８．「不活性ガス消火設備」．第８

－４－１表に示す数値 

  ６ ⑥式中Ｌの値については、第８．「不活性ガス消火設備」．第８－４－１～２表に示す数

値 


